
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 いつき保育園 病児保育室 いっきーの森 

〠８９５－００７４  

鹿児島県薩摩川内市原田町 25‐20 

ＴＥＬ：０９９６－２６－１７１７ 

ＦＡＸ：０９９６－２０－０００１ 

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください♪ 

ご利用のしおり 

病児・病後児室 いっきーの森 
（以下、病児保育室） 



 

 
 
お子様が病気の時、または病気の治りかけの時に「あと数日看病してあげたいけ

ど、どうしても仕事を休めない…」という経験をしたことはありませんか？ 
そのようなとき、いつき保育園に併設する病児保育室で保護者に代わって保育士、 

看護師が一時的にお子様を保育・看護します！ 

 
 

 

 

 

 

●場所 

 いつき保育園 病児保育室 いっきーの森 

 受付電話番号 ☎０９９６－２６－１７１７ 

 

●保育時間 

 月曜日～金曜日 午前８時００分～午後１８時００分 (祝日、年末年始を除く) 

 ＊利用予約・お問い合わせ時間は、午前８時００分～午後１８時００分まで 

 

●休所日 

 土・日曜日、祝日、8 月 13 日～8 月 15 日、 

12 月２９日～1 月３日 

 その他いつき保育園休所日 

  

●1 日に利用できる人数 

 病児：２名、病後児：２名 

 ＊お預かりするお子様が兄弟姉妹などで、保護者の承諾があるときは、同室で 

保育・看護を行う場合があります。 

 

●保育料 

いつき保育園通常保育利用児：無料 

上記以外：１日あたり１，８００円（給食費３００円含む） 

 ＊午後からのご利用の場合は、給食費の支払いはありません。 

＊保育料は利用日ごとにお支払いいただきます。 

  



 

 

 

 

 

① 生後５７日～小学校６年生までの児童であること 

② 児童の保護者が就労、傷病、出産、冠婚葬祭などのやむを得ない理由で一時的

に家庭での保育が困難であると認められること 

③ 当面病状の急変は認められないが、病気が回復していない(回復期含む)状態か

つ、集団保育が困難と認められること 

 

 
 
●病児保育室を利用する場合は、原則として前日までに病児保育室に予約してください。 

 前日までの予約ができなかった場合でも、当日の空き状況によって利用が可能ですので、

お問い合わせください。 

●キャンセルについては当日の午前７時００分～午前９時００分まで受け付けます。 

●次のようなときは、ご利用いただけない場合があります。 

 ・入院治療を必要とするとき、症状が安定していない時、医師により病児保育室での保育

が適当でないと診断されたとき 

 ・園長が不適当と判断したとき 

●病児保育の利用中に体調の急変等があった場合 

利用にあたり、次の事項に同意いただく必要があります。 

病児保育の利用中に、体調の急変等がった場合、まず保護者に連絡することを原則とし

ますが、速やかに連絡が取れない場合又は緊急を要する場合は、保護者との連絡よりも

医療行為を優先することがあります。（園医は川内こどもクリニックです） 

●利用時間内であってもお子様の容体の変化によりお迎えをお願いする場合があります。 

予め、ご了承ください。 

 
 

※持ち物には必ず記名をお願いします。 
 

 

 

●必ず持ってくるもの 

 □お子様の健康保険証 

 □母子健康手帳 

 □乳幼児医療費受給者証 

□ファイル一式 

（利用登録申込書、医師連絡票、問診票、 

家庭との連絡票、お薬依頼書、利用申請書） 

□着替え(肌着・上衣・下衣)２～３着ずつ 

 □バスタオル１枚 

 □タオル１枚 

 □お着替えを入れるビニール袋２枚 

●必要に応じて持ってくるもの 

□お薬、お薬情報又はお薬手帳のコピー 

＊お薬は医師処方のものに限ります 

□おむつ(最低５枚、下痢の時は多めに) 

□おしりふき 

□哺乳瓶、ミルク 

□食事用エプロン 

□お気に入りのおもちゃ 

□飲み物(体調や好みに合ったもの) 

＊お水、白湯、お茶は保育室で用意して

あります。 

□マグマグ又は水筒 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ファイル一式とその他必要なものを持って、お子様とご一緒に、いつき保

育園病児保育室いっきーの森へお越しください。 

なお、１回の申請につき利用申請書は７日間までご利用できます。 

 

お子様が健康なとき 

①事前の登録 
お子様の健康に関する情報を把握し、安全に保

育するため事前に登録が必要です。母子手帳

などを参考に「登録申込書」に必要事項を記入

して提出してください。毎年度利用の登録が必

要になります。 

お子様が病中、または病気の回復期のとき(ご利用日前日) 

③病院受診 

②仮予約 

④本予約 

（利用申請） 

保育園に電話で定員の空き状況を確認し、 

仮予約をしてください。 

●いつき保育園 ０９９６－２６－１７１７ 

医療機関を受診し、医師に「医師連絡票」の作

成を依頼してください。 

必要書類 

その１ 

「登録申込書」 

医師から発行してもらった「医師連絡票」をも

とに、お電話にて本予約をしてください。 

ご利用当日 

必要書類 

その２ 

「医師連絡票」 

必要書類 

その３ 

「利用申請書」 


